吹田市排水設備指定工事店に関する規則の一部改正の骨子案

１　改正理由
事業者が吹田市内で排水設備工事の施行業務を行う際には、吹田市長の指定を受けなければならないこととされており、吹田市排水設備指定工事店に関する規則において、その手続等を定めています。
現在、事業者が指定を受けるに当たり、本市では納税状況の確認を行うこととしていますが、近隣市と運用に相違があることから、標準下水道条例の内容を踏まえた検討を行った結果、当該取扱いを見直すこととします。

２　改正内容
吹田市排水設備指定工事店に関する規則第３条第２項及び第４条第２項に定める指定の申請書及び更新申請書に添付しなければならない書類から、所得税等の納税証明書を削除します。

３　施行期日
令和８年(2026年)４月１日

